
令和 3年度第 4回 ATWS2021北海道実行委員会 

総会 次第 

 

        日時：令和３年９月６日（月）15:00～15:30 

     場所：北海道庁 3階知事会議室（ZOOM による開催） 

 

 【開会挨拶】 

   アドベンチャートラベル・ワールドサミット 2021北海道実行委員会会長 

鈴木 直道（北海道知事） 

          

【議題】 

１ ATWS2021バーチャル北海道/日本の開催内容について 

２ 実行委員会規約の改正について 

３ 今後の取組について 

 

資料１ 

資料２ 

 

  

  

 

 

【資料】 

資料１    「ATWS 2021 北海道／日本」概要 

資料２    ATWS2021北海道実行委員会規約 新旧対照表 

参考資料  アドベンチャートラベル・ワールドサミット２０２１北海道 実行委員会令和 3年度 予算 



日　　　時：

開催方法：

職 氏名 備考

1 北海道 知事 鈴木　直道 会長

2 （公社）北海道観光振興機構 会長 小磯　修二 筆頭副会長

3 札幌市 市長 秋元　克広 副会長

4 釧路市 市長 蝦名　大也 副会長

5 国土交通省北海道運輸局 局長 加藤　進 副会長

6 経済産業省北海道経済産業局 局長 池山　成俊 副会長

7 北海道経済連合会　 会長 真弓　明彦 監事

8 北海道経済同友会　 代表幹事 渡辺　卓 監事

9 (一社)北海道商工会議所連合会　 常務理事 佐藤　季規 代理出席

10 北海道商工会連合会 専務理事 戸澤　孝一 代理出席

11 北海道アドベンチャートラベル協議会 会長 荒井　一洋

12 （一社）北海道体験観光推進協議会 代表理事 坂本　昌彦

13 日本航空（株） 北海道地区支配人 山崎 賢太郎

14 全日本空輸（株） 札幌支店・支店長 田部　敏之

15 (株)ＡＩＲＤＯ 営業部 営業企画グループリーダー 山舗　信隆 代理出席

16 北海道エアポート(株) 観光開発部 部長 浅井　克哉 代理出席

17 北海道旅客鉄道（株）　 代表取締役社長 島田　修

18 （一社）北海道バス協会 専務理事 佐藤　秀典 代理出席

19 （一社）日本旅行業協会 北海道支部長 谷口　哲也

20 （一社）全国旅行業協会 北海道支部長 佐藤　達雄
書面により
議決権行使

観光庁 MICE連携推進官 鎌田　弘樹
オブザーバー
代理出席

日本政府観光局（ＪＮＴＯ）
市場横断プロモーション部
マネージャー

三輪　史
オブザーバー
代理出席

国土交通省北海道開発局 局長 橋本　幸 オブザーバー

環境省北海道地方環境事務所 所長 櫻井　洋一 オブザーバー

林野庁北海道森林管理局 欠席 オブザーバー

国土交通省東京航空局 空港部管理課長 是川　修治
オブザーバー
代理出席

令和3年9月6日(月)　15：00-

ZOOMによるWeb開催

組織名

アドベンチャートラベル・ワールドサミット2021北海道実行委員会　第４回総会　出席者名簿



ATWS 2021 北海道／日本

【実施概要】

主催者： アドベンチャートラベル・トレードアソーシエーション
（ATTA）

参加者： 欧米豪を中心とした旅行会社・メディアなど約800
名の事業者が参加予定

期 間： 9/20～9/24
北米、欧州及び日本の時差を考慮し、全4日間
のプログラムを翌日に再放送する。

内 容： Virtual Event Platform ”eventtia”によるオン
ライン開催。オープニングセレモニー、開催ホストで
ある国交大臣、北海道知事挨拶、日本のアドベン
チャーコースの紹介、各種講演、分科会、商談会、
北海道の魅力を紹介する北海道アドベンチャー等
をオンラインにより実施。（一部収録済み映像及
びライブ映像の配信により実施）。

（米国太平洋標準時） １日目 9月20日(月) ２日目 9月21日(火) ３日目 9月22日(水) ４日目 9月23日(木)

1:00 AM 
- 3:00 AM

メディア交流会

5:00 AM 
- 7:00 AM オンライン商談会

6:30 AM
- 6:45 AM

全体会合 オリエンテーション

7:00 AM 
- 7:15 AM

全体会合 SUMMIT WELCOME
国交大臣・知事挨拶

全体会合 基調講演
「INSIGHTS
INTERVIEW」

全体会合 基調講演
「PASSIONATE 
PEOPLE -HEARTS 
IN THE ICE」

全体会合 「CELEBRATING 
HOKKAIDO」
JNTOによる日本紹介
秋辺氏講演
知事メッセージ

7:15 AM 
- 7:45 AM

基調講演
「OUR NATURE」

7:45 AM 
- 8:00 AM

休憩 休憩 休憩 休憩

8:00 AM
- 9:00 AM

分科会 USING
INTELLIGENT DATA 
TO TRANSFORM 
TOURISM 
EXPERIENCES

8:00 AM
- 9:00 AM

グループ討論

BACK TO 
BUSINESS: 
COMMUNITY 
ROUND TABLES

8:00 AM 
- 9:00 AM
グループ討論

BACK TO 
BUSINESS: 
COMMUNITY 
ROUND TABLES

分科会 FROM SOURCE TO 
SELLING: THE 
COMMUNITY 
IMPACT OF 
OUTDOOR GEAR

8:00 AM
- 9:00 AM

分科会 BRINGING ABOUT A 
CARBON-FREE 
TRAVEL FUTURE

8:00 AM
- 10:00 AM

オンライン商談会 8:00 AM 
- 10:00 AM

メディア交流会 分科会 HIGH MOMENTS, 
LOW IMPACT: 
RETHINKING 
ADVENTURE 
TRAVEL’S 
SUSTAINABILITY 
EFFORTS

8:00 AM
- 9:00 AM

分科会 EQUITABLE & 
ETHICAL 
STORYTELLING IN 
ADVENTURE 
TRAVEL

分科会 VALUES-DRIVEN
BUSINESSES
REACHING NEW
AUDIENCES

9:00 AM 
- 9:30 AM

VIRTUAL JAPAN 
ADVENTURE #1

VIRTUAL JAPAN 
ADVENTURE #3

VIRTUAL JAPAN 
ADVENTURE #5

VIRTUAL JAPAN 
ADVENTURE #7

9:30 AM
- 10:00 AM

VIRTUAL JAPAN 
ADVENTURE #2

VIRTUAL JAPAN 
ADVENTURE #4

VIRTUAL JAPAN 
ADVENTURE #6

VIRTUAL JAPAN 
ADVENTURE #8

10:00 AM
- 11:00 AM

全体会合 基調講演
「TOMORROW‘S 
TRAVEL」

全体会合 基調講演
「CHADO: THE 
WAY OF TEA」

全体会合 基調講演
「PROTECTORS OF 
THE PARKS]

FILM SCREENING
「FOOD EARTH 
HAPPINESS」

全体会合 基調講演
「SURVIVAL」

6:00 PM
- 8:00 PM オンライン商談会

日本：＋1６時間（AM7:00はPM23:00）
アメリカ東海岸：＋３時間、グリニッジ標準時：＋8時間、中央ヨーロッパ：＋９時間
※再放送あり

資料１
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資料２ 

新 旧 備考 

 
 

アドベンチャートラベル・ワールドサミット北海道実行委員会規約 

 

（名称） 

第１条 本会は、「アドベンチャートラベル・ワールドサミット北海道実行委員会」（以下「実行

委員会」という。）と称し、英文名称を「ATWS Hokkaido Executive Committee」とする。 

 

 

（目的） 

第２条 実行委員会は、アドベンチャートラベルが北海道に定着し、発展するよう、ATTA（アド

ベンチャートラベル・トレードアソシエーション）が北海道で開催するアドベンチャートラベ

ル・ワールドサミット（以下「ATWS」という。）を官民一体となって成功させ、開催地として必

要な準備及び支援を行うことを目的とする。 

 

（業務） 

第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。 

（１） ＡＴＷＳの開催に係る会場等の準備に関すること。 

（２） ＡＴＷＳの開催に係る運営等の支援及び協力並びに参加者の受入れに関すること。 

（３） ＡＴＷＳに関連する広報及び啓発に関すること。 

（４） ＡＴＷＳに関連する事業の企画及び実施に関すること。 

（５） 関係団体及び関係機関との連絡調整に関すること。 

（６） 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

 

（組織） 

第４条 実行委員会は、別表１の委員（以下「委員」という。）をもって組織する。 

 

（役員） 

第５条 実行委員会に、次の役員を置く。 

（１）会長    １名 

（２）筆頭副会長 １名 

（３）副会長     ４名 

（４）監事    ２名 

 

（役員の選任） 

第６条 会長は、北海道知事をもって充てる。 

２ 筆頭副会長は、公益社団法人北海道観光振興機構会長をもって充てる。 

３ 副会長は、札幌市長、釧路市長、国土交通省北海道運輸局長及び経済産業省北海道経済産業

局長をもって充てる。 

４ 監事は、北海道経済連合会会長及び北海道経済同友会代表幹事をもって充てる。 

 

（役員の職務） 

第７条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。 

 
 

アドベンチャートラベル・ワールドサミット２０２１北海道実行委員会規約 

 

（名称） 

第１条 本会は、「アドベンチャートラベル・ワールドサミット２０２１北海道実行委員会」（以

下「実行委員会」という。）と称し、英文名称を「ATWS2021 Hokkaido Executive Committee」

とする。 

 

（目的） 

第２条 実行委員会は、アドベンチャートラベルが北海道に定着し、発展するよう、ATTA（アド

ベンチャートラベル・トレードアソシエーション）が令和３年（2021年）に北海道で開催する

アドベンチャートラベル・ワールドサミット２０２１（以下「ATWS」という。）を官民一体とな

って成功させ、開催地として必要な準備及び支援を行うことを目的とする。 

 

（業務） 

第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。 

（１） ＡＴＷＳの開催に係る会場等の準備に関すること。 

（２） ＡＴＷＳの開催に係る運営等の支援及び協力並びに参加者の受入れに関すること。 

（３） ＡＴＷＳに関連する広報及び啓発に関すること。 

（４） ＡＴＷＳに関連する事業の企画及び実施に関すること。 

（５） 関係団体及び関係機関との連絡調整に関すること。 

（６） 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

 

（組織） 

第４条 実行委員会は、別表１の委員（以下「委員」という。）をもって組織する。 

 

（役員） 

第５条 実行委員会に、次の役員を置く。 

（１）会長    １名 

（２）筆頭副会長 １名 

（３）副会長     ４名 

（４）監事    ２名 

 

（役員の選任） 

第６条 会長は、北海道知事をもって充てる。 

２ 筆頭副会長は、公益社団法人北海道観光振興機構会長をもって充てる。 

３ 副会長は、札幌市長、釧路市長、国土交通省北海道運輸局長及び経済産業省北海道経済産業

局長をもって充てる。 

４ 監事は、北海道経済連合会会長及び北海道経済同友会代表幹事をもって充てる。 

 

（役員の職務） 

第７条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。 

 
 

・「2021」を削除し、 
北海道で開催される 
ATWSに取り組む趣旨に 
「名称」を修正 

 
 
 
 
 
 
・「2021」を削除し、 
北海道で開催される 
ATWSに取り組む趣旨に 
「目的」を修正 
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資料２ 

新 旧 備考 

２ 筆頭副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代理する。 

３ 副会長は、会長の職務を補佐する。 

４ 監事は、実行委員会の業務及び会計を監査する。 

 

（顧問） 

第８条 実行委員会に、顧問を置く。 

２ 顧問は、別表２に掲げる職にある者をもって充てる。 

３ 顧問は、実行委員会の運営に関し、必要に応じ、意見を述べるものとする。 

 

（役員等の任期） 

第９条 役員及び顧問の任期は、実行委員会の設立の日から解散の日までとする。 

 

（会議の設置） 

第 10条 実行委員会に、次の会議を置く。 

（１） 総会 

（２） 幹事会 

 

（総会） 

第 11条 総会は、全ての委員をもって組織する。 

２ 総会は、会長が招集する。 

３ 総会の議長は、会長又は会長があらかじめ指名した委員がこれに当たる。 

４ 総会は、次に掲げる事項を審議し、議決する。 

（１） 実行委員会の規約の制定及び改正に関すること。 

（２） 事業計画及び予算に関すること。 

（３） 事業報告及び決算に関すること。 

（４） 幹事会に委任する事項に関すること。 

（５） 実行委員会の解散に関すること。 

（６） 前各号に掲げるもののほか、実行委員会の運営に係る重要な事項に関すること。 

５ 総会は、委員の２分の１以上が出席しなければ、開くことができない。 

６ 総会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するとこ

ろによる。 

７ やむを得ない理由により総会に出席することができない委員は、あらかじめ通知された事項

について、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。 

８ 前項の規定により議決権を行使した者は、総会に出席したものとみなす。 

９ 第５項から前項までの規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、会長は、

第４項各号に掲げる事項について書面により委員の意見を徴することができる。この場合にお

いて、全ての委員（会長を除く。）の２分の１以上が当該事項について同意したときは、当該

同意をもって総会の決議があったものとみなす。 

（１） 緊急を要する場合であって、総会を招集する時間的余裕がないと認められるとき。 

（２） 災害の発生、感染症のまん延等より総会を招集することが困難と認められるとき。 

10 会長は、必要に応じ、総会に委員以外の者に出席させ、意見を求めることができる。 

 

２ 筆頭副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代理する。 

３ 副会長は、会長の職務を補佐する。 

４ 監事は、実行委員会の業務及び会計を監査する。 

 

（顧問） 

第８条 実行委員会に、顧問を置く。 

２ 顧問は、別表２に掲げる職にある者をもって充てる。 

３ 顧問は、実行委員会の運営に関し、必要に応じ、意見を述べるものとする。 

 

（役員等の任期） 

第９条 役員及び顧問の任期は、実行委員会の設立の日から解散の日までとする。 

 

（会議の設置） 

第 10条 実行委員会に、次の会議を置く。 

（１） 総会 

（２） 幹事会 

 

（総会） 

第 11条 総会は、全ての委員をもって組織する。 

２ 総会は、会長が招集する。 

３ 総会の議長は、会長又は会長があらかじめ指名した委員がこれに当たる。 

４ 総会は、次に掲げる事項を審議し、議決する。 

（１） 実行委員会の規約の制定及び改正に関すること。 

（２） 事業計画及び予算に関すること。 

（３） 事業報告及び決算に関すること。 

（４） 幹事会に委任する事項に関すること。 

（５） 実行委員会の解散に関すること。 

（６） 前各号に掲げるもののほか、実行委員会の運営に係る重要な事項に関すること。 

５ 総会は、委員の２分の１以上が出席しなければ、開くことができない。 

６ 総会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するとこ

ろによる。 

７ やむを得ない理由により総会に出席することができない委員は、あらかじめ通知された事項

について、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。 

８ 前項の規定により議決権を行使した者は、総会に出席したものとみなす。 

９ 第５項から前項までの規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、会長は、

第４項各号に掲げる事項について書面により委員の意見を徴することができる。この場合にお

いて、全ての委員（会長を除く。）の２分の１以上が当該事項について同意したときは、当該

同意をもって総会の決議があったものとみなす。 

（１） 緊急を要する場合であって、総会を招集する時間的余裕がないと認められるとき。 

（２） 災害の発生、感染症のまん延等より総会を招集することが困難と認められるとき。 

10 会長は、必要に応じ、総会に委員以外の者に出席させ、意見を求めることができる。 
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資料２ 

新 旧 備考 

 

（幹事会） 

第 12条 幹事会は、次に掲げる事項を審議し、決定する。 

（１） 総会に付議すべき事項に関すること。 

（２） 総会から委任された事項に関すること。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項（前条第４項各号に掲

げる事項を除く。）に関すること。 

２ 幹事会は、別表３の幹事（以下「幹事」という。）をもって構成する。 

３ 幹事長は、北海道経済部観光局誘客担当局長をもって充て、幹事会の会務を総理する。 

４ 幹事会は、幹事長が招集する。 

５ 幹事会は、幹事の２分の１以上が出席しなければ、開くことができない。 

６ 幹事会の議事は、出席した幹事の過半数をもって決し、可否同数の場合は、幹事長の決する

ところによる。 

７ やむを得ない理由により幹事会に出席することができない幹事は、あらかじめ通知された事

項について、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。 

８ 前項の規定により議決権を行使した者は、幹事会に出席したものとみなす。 

９ 第５項から前項までの規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、幹事長は、

第１項各号に掲げる事項について書面により委員の意見を徴することができる。この場合にお

いて、全ての幹事（幹事長を除く。）の２分の１以上が当該事項について同意したときは、当

該同意をもって幹事会の決議があったものとみなす。 

（１） 緊急を要する場合であって、幹事会を招集する時間的余裕がないと認められるとき。 

（２） 災害の発生、感染症のまん延等より幹事会を招集することが困難と認められるとき。 

10 幹事会は、必要に応じ、幹事会に幹事以外の者に出席させ、意見を求めることができる。 

 

（専決処分） 

第 13条 会長は、緊急を要するため、第 11条第２項の規定による総会の招集及び同条第９項の

規定による表決をする時間的余裕がないときは、その議決すべき事項を専決処分することがで

きる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次回開催する総会において報告し、

その承認を得なければならない。 

 

（経費） 

第 14条 実行委員会の経費は、負担金、寄附金及びその他の収入をもって充てる。 

 

 （会計年度） 

第 15条 実行委員会の会計年度は、毎年４月１日（初年度にあっては、実行委員会の設立の日）

に始まり、翌年３月 31 日に終了する。ただし、第 17 条の規定により事業が終了したときは、

この限りでない。 

 

（事務局） 

第 16条 実行委員会の事務を処理するため、北海道経済部観光局に事務局を置く。 

２ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（幹事会） 

第 12条 幹事会は、次に掲げる事項を審議し、決定する。 

（１） 総会に付議すべき事項に関すること。 

（２） 総会から委任された事項に関すること。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項（前条第４項各号に掲

げる事項を除く。）に関すること。 

２ 幹事会は、別表３の幹事（以下「幹事」という。）をもって構成する。 

３ 幹事長は、北海道経済部観光局誘客担当局長をもって充て、幹事会の会務を総理する。 

４ 幹事会は、幹事長が招集する。 

５ 幹事会は、幹事の２分の１以上が出席しなければ、開くことができない。 

６ 幹事会の議事は、出席した幹事の過半数をもって決し、可否同数の場合は、幹事長の決する

ところによる。 

７ やむを得ない理由により幹事会に出席することができない幹事は、あらかじめ通知された事

項について、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。 

８ 前項の規定により議決権を行使した者は、幹事会に出席したものとみなす。 

９ 第５項から前項までの規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、幹事長は、

第１項各号に掲げる事項について書面により委員の意見を徴することができる。この場合にお

いて、全ての幹事（幹事長を除く。）の２分の１以上が当該事項について同意したときは、当

該同意をもって幹事会の決議があったものとみなす。 

（１） 緊急を要する場合であって、幹事会を招集する時間的余裕がないと認められるとき。 

（２） 災害の発生、感染症のまん延等より幹事会を招集することが困難と認められるとき。 

10 幹事会は、必要に応じ、幹事会に幹事以外の者に出席させ、意見を求めることができる。 

 

（専決処分） 

第 13条 会長は、緊急を要するため、第 11条第２項の規定による総会の招集及び同条第９項の

規定による表決をする時間的余裕がないときは、その議決すべき事項を専決処分することがで

きる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次回開催する総会において報告し、

その承認を得なければならない。 

 

（経費） 

第 14条 実行委員会の経費は、負担金、寄附金及びその他の収入をもって充てる。 

 

 （会計年度） 

第 15条 実行委員会の会計年度は、毎年４月１日（初年度にあっては、実行委員会の設立の日）

に始まり、翌年３月 31 日に終了する。ただし、第 17 条の規定により事業が終了したときは、

この限りでない。 

 

（事務局） 

第 16条 実行委員会の事務を処理するため、北海道経済部観光局に事務局を置く。 

２ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
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資料２ 

新 旧 備考 

 

 

（事業の終了） 

第 17条 実行委員会の事業は、第３条各号に掲げる業務が終了した年度の決算について第 11条

第４項の規定による総会の議決を受けたときに終了する。 

 

 （剰余金等の処理） 

第 18条 実行委員会は、前条に規定する決算（以下「決算」という。）において剰余金が発生し

た場合には、総会の議決を経てこれを処分しなければならない。 

２ 実行委員会は、決算において欠損金が発生する見込みとなった場合には、総会の議決を経て

これを処理しなければならない。 

 

（委任） 

第 19 条 この規約に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定

める。 

 

附 則 

この規約は、令和２年（2020年）４月 17日から施行する。 

附 則（令和３年（2021年）○月○日改正） 

この規約は、令和３年（2021年）○月○日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事業の終了） 

第 17条 実行委員会の事業は、第３条各号に掲げる業務が終了した年度の決算について第 11条

第４項の規定による総会の議決を受けたときに終了する。 

 

 （剰余金等の処理） 

第 18条 実行委員会は、前条に規定する決算（以下「決算」という。）において剰余金が発生し

た場合には、総会の議決を経てこれを処分しなければならない。 

２ 実行委員会は、決算において欠損金が発生する見込みとなった場合には、総会の議決を経て

これを処理しなければならない。 

 

（委任） 

第 19 条 この規約に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定

める。 

 

附 則 

この規約は、令和２年（2020年）４月 17日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・改正日及び施行日を記載 
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資料２ 

新 旧 備考 

 

 

 

 

（別表１） 

○委 員  

所 属 職 名 備 考 

北海道 知事 会長 

公益社団法人北海道観光振興機構 会長 筆頭副会長 

札幌市 市長 副会長 

釧路市 市長 副会長 

国土交通省北海道運輸局 局長 副会長 

経済産業省北海道経済産業局 局長 副会長 

北海道経済連合会 会長 監事 

北海道経済同友会 代表幹事 監事 

一般社団法人北海道商工会議所連合会 会頭  

北海道商工会連合会 会長  

北海道アドベンチャートラベル協議会 会長  

一般社団法人北海道体験観光推進協議会 代表理事  

日本航空株式会社 北海道地区支配人  

全日本空輸株式会社 
上席執行役員 
北海道支社長 

 

株式会社ＡＩＲＤＯ 代表取締役社長  

北海道エアポート株式会社 代表取締役社長  

北海道旅客鉄道株式会社 代表取締役社長  

一般社団法人北海道バス協会 会長  

一般社団法人日本旅行業協会 北海道支部長  

一般社団法人全国旅行業協会 北海道支部長  

 

 

 

 

 

 

 

（別表１） 

○委 員  

所 属 職 名 備 考 

北海道 知事 会長 

公益社団法人北海道観光振興機構 会長 筆頭副会長 

札幌市 市長 副会長 

釧路市 市長 副会長 

国土交通省北海道運輸局 局長 副会長 

経済産業省北海道経済産業局 局長 副会長 

北海道経済連合会 会長 監事 

北海道経済同友会 代表幹事 監事 

一般社団法人北海道商工会議所連合会 会頭  

北海道商工会連合会 会長  

北海道アドベンチャートラベル協議会 会長  

一般社団法人北海道体験観光推進協議会 代表理事  

日本航空株式会社 北海道地区支配人  

全日本空輸株式会社 
上席執行役員 
北海道支社長 

 

株式会社ＡＩＲＤＯ 代表取締役社長  

北海道エアポート株式会社 代表取締役社長  

北海道旅客鉄道株式会社 代表取締役社長  

一般社団法人北海道バス協会 会長  

一般社団法人日本旅行業協会 北海道支部長  

一般社団法人全国旅行業協会 北海道支部長  
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資料２ 

新 旧 備考 

 

 

 

 

（別表２） 

○顧問 

所 属 職 名 備 考 

観光庁 長官  

独立行政法人国際観光振興機構（ＪＮＴＯ） 理事長  

国土交通省北海道開発局 局長  

環境省北海道地方環境事務所 所長  

林野庁北海道森林管理局 局長  

国土交通省東京航空局 局長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別表２） 

○顧問 

所 属 職 名 備 考 

観光庁 長官  

独立行政法人国際観光振興機構（ＪＮＴＯ） 理事長  

国土交通省北海道開発局 局長  

環境省北海道地方環境事務所 所長  

林野庁北海道森林管理局 局長  

国土交通省東京航空局 局長  
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資料２ 

新 旧 備考 

 

 

 

 

 

（別表３） 

○幹 事  

所 属 職 名 備 考 

北海道 経済部観光局誘客担当局長  

公益社団法人北海道観光振興機構 事務局長  

札幌市 経済観光局観光・MICE推進部長  

釧路市 産業振興部観光振興担当部長  

国土交通省北海道運輸局 観光部長  

経済産業省北海道経済産業局 総務企画部長  

北海道経済連合会 常務理事  

北海道経済同友会 常務理事事務局長  

一般社団法人北海道商工会議所連合会 常務理事  

北海道商工会連合会 専務理事  

北海道アドベンチャートラベル協議会 会長  

一般社団法人北海道体験観光推進協議会 専務理事  

日本航空株式会社 北海道地区総務部部長  

全日本空輸株式会社 北海道支社副支社長  

株式会社ＡＩＲＤＯ 営業部長  

北海道エアポート株式会社 営業開発本部観光開発部部長  

北海道旅客鉄道株式会社 営業部インバウンドグループ課長  

一般社団法人北海道バス協会 専務理事  

一般社団法人日本旅行業協会 北海道事務局事務局長  

一般社団法人全国旅行業協会 北海道支部事務局長  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

（別表３） 

○幹 事  

所 属 職 名 備 考 

北海道 経済部観光局誘客担当局長  

公益社団法人北海道観光振興機構 事務局長  

札幌市 経済観光局観光・MICE推進部長  

釧路市 産業振興部観光振興担当部長  

国土交通省北海道運輸局 観光部長  

経済産業省北海道経済産業局 総務企画部長  

北海道経済連合会 常務理事  

北海道経済同友会 常務理事事務局長  

一般社団法人北海道商工会議所連合会 常務理事  

北海道商工会連合会 専務理事  

北海道アドベンチャートラベル協議会 会長  

一般社団法人北海道体験観光推進協議会 専務理事  

日本航空株式会社 北海道地区総務部部長  

全日本空輸株式会社 北海道支社副支社長  

株式会社ＡＩＲＤＯ 営業部長  

北海道エアポート株式会社 営業開発本部観光開発部部長  

北海道旅客鉄道株式会社 営業部インバウンドグループ課長  

一般社団法人北海道バス協会 専務理事  

一般社団法人日本旅行業協会 北海道事務局事務局長  

一般社団法人全国旅行業協会 北海道支部事務局長  

 

 

 

 

 



（収　入） （単位：円）

予算額

１　前年度繰越金 29,334,329

２　協賛金収入 7,700,000

37,034,329

※（観光庁事業費） （単位：円）

予算額

１　観光庁事業費 37,900,000

37,900,000

※（収入・事業費合算額） （単位：円）

予算額

　　収入・事業費合算額 74,934,329

74,934,329

（支　出）

予算額

１　事業費 60,660,000

（１）　映像等制作事業 40,400,000

　　　・動画制作、HP改修等

　
（２）　映像編集事業 18,400,000

　　　・映像編集

（２）　事務局調整旅費 1,200,000

　　　・事務局旅費

（３）　アドバイザリー料 660,000

　    ・リーガルチェック　等

２　事務局経費 2,140,000

（１）　事務局運営費 1,440,000

　　　・Wifiレンタル、タブレットレンタル、パソコンリース　等

　
（２）　事務局予算管理費 700,000

　　　・振り込み料、印鑑作成費、消耗費　等

３　その他 12,134,329

（１）主催者との調整に係る費用

　

74,934,329合　計

アドベンチャートラベル・ワールドサミット２０２１北海道　実行委員会
令和3年度 予算

科　目

計

科　目

科　目

計

※実行委員会の収入となる場合がある

科　目

計

参考資料


